
 

令和６年度 第３回 東京都医療的ケア児支援地域協議会 

議 事 要 旨 

 

１ 日  時 令和７年３月2５日（火曜日）午後６時30分から午後８時15分まで 

 

２ 会  場 オンライン開催  

 

３ 出席者 前田委員（会長）、冨田委員（副会長）、川上委員、吉澤委員、  

井上（愛）委員、岩﨑委員、田沼委員、等々力委員、中嶽委員、  

早野委員、島添委員、井上（弘）委員、上坂委員、 髙山委員 

（欠席）瀨委員、折井委員、安岡委員 

 

 議事概要（委員からの主な御意見等）  

（１）令和６年度医療的ケア児支援関連事業の実施状況  

事務局から資料説明 

（主な意見等） 

・医療的ケア児等コーディネーターの名称が保護者に浸透しつつある中、今後はコーディネーターの仕事

内容をよりわかりやすく伝えること、資格を取った方々が活躍できる場を増やしていくことが必要。 

・医療的ケア児を受け入れる放課後等デイサービスが増えている中、訪問の理学療法士に関して物足

りなさを感じるという保護者の声がある。放課後等デイサービスが訪問看護ステーションの理学療法士を

活用することで、医療的ケア児に対応する経験を積み、育成につなげることができるのでは。 

・医療型短期入所開設支援事業や日中預かり事業等について、今後受け入れの状況をわかるように

示していただきたい。 

・研修の実施時期が年度後半に偏っているため、参加者の負担を考えても平均化した方がよいので

は。 

 

（２）医療的ケア児支援区市町村担当者連絡会の実施状況  

事務局から資料説明 

（主な意見等） 

・コーディネーターの認知度や社会資源の少なさ、庁内連携の難しさについて現場で感じることもあり、

他自治体の取組を聞くことは有意義と感じる。今後も引き続き開催していただきたい。 

・自治体では２～３年で異動する方が多いため、顔の見える関係性を築くためにも、実施時期は年度

前半が望ましい。 

 

（３） 医療的ケア児支援センターの運営状況 

事務局から資料説明 



（主な意見等） 

・相談支援事業所において、担当する医療的ケア児が他自治体へ引っ越しをする際、引き継ぐ事業所

を探すのに苦労するが、医療的ケア児支援センターの協力でスムーズに引き継ぐことができて助かった。 

 

（岩﨑委員から多摩について補足） 

・多摩地域では管轄内の自治体や先駆的に活動する事業所等、相当数の訪問を行った。訪問を行うこ

とで顔が見えるようになり、その後の相談につながることもある。 

・引っ越し先として多摩地域を選ぶ方が多くなっており、センターから地域の相談窓口や相談支援事業所

につなげるに当たり、日頃から関係性づくりを意識している。 

 

（中嶽委員から区部についての補足） 

・区部では今年度２１の区協議会に参加したほか、医療的ケア児等コーディネーター養成研修、フォロ

ーアップ研修など、都の研修事業を通じて支援者の方々と顔の見える関係性が築けていると実感してい

る。 

・各都道府県に設置されている医療的ケア児支援センター同士の連携も増えてきている。一年を通じて

転入・転居の相談があるが、引っ越し先の支援の状況についてや、相談できる人とつながりたいというよう

な相談があり、そのような場合は全国の医療的ケア児支援センターの方々と連携している。 

・全国の医療的ケア児支援センターが集まる研修にも参加した。実際にお会いし、取り組みや課題を共

有することで、日常的に他県のセンターの方々と情報交換できるようになりつつある。 

 

（冨田副会長からの補足） 

・他地区への転居は、医療的ケア児支援センターが全国にできたことで、一番強みが発揮できる部分。特

に他県の場合、今まではどこに相談してよいのか分からない状況だったが、全国の都道府県全てにセンタ

ーが設置され、窓口が明らかになった。その中で、全国のセンターの横のつながりが少しずつ形成できている

のは良いこと。 

・医療的ケア児支援センターの実績は電話相談の件数が正面に出るが、センターの職員が各自治体に

出向くことにより、地域課題を掘り起こし、地域と話し合って解決していくのが今後の方向性ではないか。 

・特に多摩地域では自治体間の格差があるため、戦略的に声をかけていきたい。 

・センターが研修に積極的に関わっていくこと、場合によっては必要な研修を立ち上げるということも今後必

要。 

 

（４）令和７年度医療的ケア児支援関連事業の概要 

事務局から資料説明 

（主な意見等） 

・在宅レスパイトについては、多摩地域では実施している自治体が少なく、使いたくても使えない方が多い

のが現状。都から活用を促していただきたい。 

・在宅レスパイトの上限時間拡大については、利用者から感謝の声がある。一方、区部では半数以上の

自治体が在宅以外の場所を独自事業として支援していると聞いている。学校関係については、本来教



育現場で補填されるのが望ましいが、各区では看護師不足でやむなくこのような形で対応していると聞

き、在宅レスパイト事業を在宅以外の部分にも認めてもらえると、人材の取り合いにならなくて済むのでは

ないか。 

・医療的ケア児の育ちの支援事業について、保育園に通えない子が多いため良い事業だと思うが、就学

後の放課後の時間帯の支援についても広げていただきたい。 

・医療的ケア児の育ちの支援事業について、区市町村では保育担当または障害者福祉担当等、どこの

部署で実施することを想定されているか。 

→国の「こども誰でも通園制度」をもとにつくった事業で、都では保育の所管課が担当している。各自治体

のどこが担当するについては、各自治体の事業割による。 

 

（前田会長から情報提供） 

・国において、これまで保育園については、医療的ケア児の看護師支援を行っていたが、今後は幼稚園

においても支援を行うという話があった。都においても、幼稚園における支援体制の検討をお願いした

い。 

・医療的ケア児支援法の改正に向けて、昨年、超党派医療的ケア児者支援議員連盟が結成され、

役員会が３月に行われた。今後も進捗について共有していく。 

 


